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進 路 指 導 部 

  

はじめに 

 今日は１月９日（月）です。成人年齢が18歳に引き下げられて初めての「成人の日」となります。総務省の推計によ

ると、新たに成人を迎えた人は18歳が112万人、19歳が113万人、20歳が117万人となっています。成人になれば、保護者

の同意がなくても、様々な契約を結ぶことができるようになりますが、それだけに自らの行動には責任が問われます。

ただし、「成人式」については、これまで通り、20歳で行う自治体がほとんどです。広島市も、名称を「広島市成人

祭」から「広島市二十歳を祝うつどい」に変更しています。本校では72回生の卒業生が該当します。 

 

「令和５年度大学入学共通テストにおける新型コロナウイルス感染症対策等に関するＱ&Ａ」について 

大学入試センターは、１月６日（金）に、「令和５年度大学入学共通テストにおける新型コロナウイルス感染症対策

等に関するＱ＆Ａ」を更新しました。 

更新内容については、変更は「Ｑ４-１」、「Ｑ５」、「Ｑ７」です。追加は「Ｑ27」です。 

Ｑ４-１ 保健所から新型コロナウイルス感染症患者との濃厚接触者（保健所からの連絡が感染者等から間接的に伝

達された者を含む。以下同じ。）として健康観察や外出自粛を要請され、初期スクリーニング（自治体又は自

治体から指示された医療機関が実施するＰＣＲ等の検査（行政検査））を受けました。受験することはできま

すか。【１月６日変更（赤字が変更内容）】 

Ａ４-１ 以下のア～エの要件を全て満たしている場合に受験が認められます。受験を希望する場合には、令和５年

１月13日（金）の午前10時までに、受験票に記載されている「問合せ大学」に電話連絡してください。 

     なお、要件を一つでも満たさない場合は受験できませんので、追試験の受験を申請してください。追試験

の申請方法については、「受験上の注意」の16ページを参照してください。 

    ア 初期スクリーニング（自治体又は自治体から指示された医療機関が実施するＰＣＲ等の検査（行政検

査））の結果、陰性であること。 

※ 受験者が自治体（保健所）から指示されていない医療機関等で自主的にＰＣＲ検査を受けた場合、そ

の結果が陰性であっても受験することはできません。 

※ 初期スクリーニングの検査結果が判明するまでは受験はできません。 

イ 受験当日も無症状であること 

ウ 公共の交通機関（電車、バス、タクシー、航空機（国内線）、旅客船等）を利用せず、かつ、人が密集

する場所を避けて試験場に行くこと 

エ 終日、別室で受験すること 

     注）「問合せ大学」にまず電話連絡した上で、以下の事項について志願者本人が自署した書面をメール・ファ

ックス等で提出する必要があります。 

  ・ 試験場コード及び受験番号 

・ 氏名 

・ 濃厚接触者に該当すると判断した保健所の名称（自治体のホームページ等で濃厚接触者であることを確 

認した場合は、「自治体名」及び「ホームページ等で確認した旨」を記載） 

・ 保健所から濃厚接触者に該当すると連絡があった日（保健所からの連絡が感染者等から間接的に伝達さ 

れた場合は、その連絡があった日） 

・ 保健所から健康観察期間として不要不急の外出を控えるよう指示されている期間 

・ 初期スクリーニング（自治体又は自治体から指示された医療機関が実施するＰＣＲ等の検査（行政検 

査））の結果 

 

Ｑ５  保健所から新型コロナウイルス感染症患者との濃厚接触者として健康観察や外出自粛を要請されていま

す。感染状況など地域の実情に応じて、自治体の判断により積極的疫学調査が行われていないため、初期ス

クリーニング（自治体又は自治体から指示された医療機関が実施するＰＣＲ等の検査（行政検査））を受けて

いませんが、受験することはできますか。【１月６日変更（赤字が変更内容）】 

Ａ５   以下のア～ウの要件を全て満たしている場合に受験が認められます。受験を希望する場合には、令和５年 

     １月13日（金）の午前10時までに、受験票に記載されている「問合せ大学」に電話連絡してください。 

なお、要件を一つでも満たさない場合は受験できませんので、追試験の受験を申請してください。追試験 

の申請方法については、「受験上の注意」の16ページを参照してください。 

ア 受験当日も無症状であること 



イ 公共の交通機関（電車、バス、タクシー、航空機（国内線）、旅客船等）を利用せず、かつ、人が密集 

する場所を避けて試験場に行くこと 

ウ 終日、別室で受験すること 

    注）「問合せ大学」にまず電話連絡した上で、次の事項について志願者本人が自署した書面をメール・ファ 

ックス等で提出する必要があります。 

・ 試験場コード及び受験番号 

・  氏名 

・ 濃厚接触者に該当すると判断した保健所の名称（自治体のホームページ等で濃厚接触者であることを 

確認した場合は、「自治体名」及び「ホームページ等で確認した旨」を記載） 

・  保健所から濃厚接触者に該当すると連絡があった日（保健所からの連絡が感染者等から間接的に伝 

達された場合は、その連絡があった日） 

・ 保健所から健康観察期間として不要不急の外出を控えるよう指示されている期間 

・ 自治体の判断により行政検査を実施していない旨の記載 

     ※ 抗原定性検査キットが入手できる場合は、それにより陰性確認を行い、その旨を記載してください。 

 

Ｑ７   保健所から新型コロナウイルス感染症患者との濃厚接触者として外出自粛を要請されているため追試験の

受験を申請したいが、どのように申請すればよいですか。【１月６日変更（赤字が変更内容）】 

Ａ７  「問合せ大学」にまず電話連絡した上で、以下の事項について受験者本人が自署した書面をメール・ファッ

クス等で提出してください。 

・ 試験場コード及び受験番号 

・ 氏名 

・ 濃厚接触者に該当すると判断した保健所の名称（自治体のホームページ等で濃厚接触者であることを確 

認した場合は、「自治体名」及び「ホームページ等で確認した旨」を記載） 

・ 保健所から濃厚接触者に該当すると連絡があった日（保健所からの連絡が感染者等から間接的に伝達さ 

れた場合は、その連絡があった日） 

・ 保健所から健康観察期間として不要不急の外出を控えるよう指示されている期間  

 

Ｑ27   Ｑ４-１とＱ５に関して手続を行って受験することが認められた濃厚接触者について、公共の交通機関（電

車、バス、タクシー、航空機（国内線）、旅客船等）を利用せずに試験場に行くこととありますが、自家用

車以外の交通手段としてはどのようなものがありますか。【１月６日追加（赤字が追加内容）】 

Ａ27    文部科学省が令和５年１月５日付けで更新した「令和５年度大学入学者選抜実施要項等（令和４年６月３

日）に関するＱ＆Ａ」のＱ68のとおり、自家用車、レンタカー、親戚・知人による送迎、バイク、自転車の

ほか、以下の条件等のもと利用するタクシー、ハイヤー、海上タクシーについて、「令和５年度大学入学者

選抜に係る新型コロナウイルス感染症に対応した試験実施のガイドライン」の７ページ２（２）④のⅲ）に

示されている公共の交通機関には該当せず利用可能です。なお、いずれの交通手段であっても、感染防止対

策を徹底していることが必要です。 

１） 業界団体が策定した感染対策ガイドライン等に基づき、感染対策を講じている車両等を利用すること

（例：マスク着用、アクリル板やビニールカーテン等の飛沫対策、換気、助手席に座らないこと等） 

２）利用車両等が特定できるよう、濃厚接触者であるが、行政検査が陰性かつ無症状であることを告げた上

で、予約を行い、他の乗客と乗り合わせせずに利用すること（流しのタクシーは利用しないこと）。 

※ 濃厚接触者の行政検査が実施されない自治体の受験者においては、抗原定性検査キットにより陰性確   

認を行っていることを告げた上で、予約を行うこと。 

 

なお、タクシー等の予約ができない場合は、文部科学省のホームページに掲載されている相談窓口へ連 

絡してください。 

詳細については、大学入試センターのホームページで確認してください。 

 

終わりに 

毎日新聞の１月８日（日）のコラム「余録」に、微生物を原料にした食品やバイオ燃料を生産販売する「ユーグレ

ナ」の社長、出雲充さんのことが触れられていました。出雲さんは、藻の一種のミドリムシの栄養素を生かして途上国

の食料問題解決に貢献したいと起業しました。しかし、販路開拓では困難を極め、「実績がない」と断られ続け、気力

も資金も尽きかけたところ、501社目の大手商社からやっと声がかかったそうです。99回は失敗する試みでも２回続け

ば0.99の２乗で98％に下がります。460回ほど繰り返せば成功する確率99％、失敗１％と完全に逆転します。そう考

えると、出雲さんの成功確率はそもそも１％に届かなかったのかしれません。ただし、回を重ねて経験値や技能が高ま

れば、成功に近づきます。「あきらめない」、そして、「失敗から学ぶ」ことが大切かもしれません。 

https://www.mext.go.jp/content/230105_mxt_daigakuc02_000005144-01.pdf
https://www.mext.go.jp/content/230105_mxt_daigakuc02_000005144-01.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20220603-mxt_daigakuc02-000005144_2.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20220603-mxt_daigakuc02-000005144_2.pdf
https://www.mext.go.jp/nyushi/mext_00003.html

